
「原産品判定依頼書一覧」画面における「産品名」欄の表示内容の変更について 

 

2024 年２月 27 日 

日本商工会議所 

 

 現在、「原産品判定依頼書一覧」画面の「産品名」欄には、「判定対象産品の一般名称（英文）」

が表示されます。 

 

 複数の判定で同一の「判定対象産品の一般名称（英文）」が登録されている場合、一覧画面で産

品を特定しやすくするため、2024 年２月 29 日から、「原産品判定依頼書一覧」画面の「産品名」

欄に表示される内容を「原産地証明書に記載する輸出品名（商品名等・英文）」といたします。 

 

【現在の表示内容】 

 

 

※「産品名」欄には「判定対象産品の一般名称（英文）」が表示。 

 

 

 

 

 



【2024 年２月 29 日以降の表示内容】 

 

 

※２月 29 日以降は、「産品名」欄には「原産地証明書に記載する輸出品名（商品名等・英文）」が表示

されます。 

 

 

 

【お問い合わせ先】日本商工会議所 国際部 

お問い合わせフォーム 

https://www.jcci.or.jp/tokuteico-form.html

